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平成１７年１２月　　

税理士のための　　　　　　　

　有限責任事業組合制度と税務

　平成１７年８月１日「有限責任事業組合契約に関する法律」が施

行され、株式会社と民法上の組合の長所をあわせ持つ「有限責任

事業組合」という新たな事業体が導入されました。

　特徴は、①出資範囲での有限責任、②出資額の比率とは関係な

い損益・権限の分配と会社のような機関設計がなく組合員間の話

し合いによる柔軟な組織運営、③設立も株式会社と比べ容易で費

用も少額であり、専門人材の集合体、ジョイントベンチャー、中

小企業連携などで活用しやすい事業体です。

　この新しい事業体の有限責任事業組合に関して「概要」「活用」

「法務」「税務」と項目別にＱ＆Ａの形で取りまとめました。

　今後の会員各位の業務の参考にしていただければ幸いです。

東 京 税 理 士 会

企業法制対策特別委員会

－１６－

　　（注１）有限責任事業組合契約を締結してい

る法人組合員の組合事業による組合損失

額は、その法人の組合事業による組合損

金額が、その組合事業による組合益金額

を超える場合のその超える部分の金額と

されています。

　　（注２）有限責任事業組合の法人組合員に係

る調整出資金額は民法組合等の法人組合

員の損金算入規制措置における調整出資

金額と同様です。

　　　調整出資金額＝出資金額＋その組合員に

配分された利益の額－その組合員に交

付された金額

　（２）組合損失超過合計額の損金算入

　確定申告書等を提出する法人の各事業年度

において組合事業による組合利益額（組合事

業による組合益金額がその組合事業による組

合損金額を超える場合のその超える部分の金

額）が計上される場合で、その法人が前事業

年度以前から繰り越された組合損失超過合計

額（租税特別措置法第６７条の１３第３項（注３））

を有する場合には、その組合利益額を限度と

して組合損失超過合計額を損金算入すること

としています（租税特別措置法第６７条の１３第

２項、租税特別措置法施行令第３９条の３２第５

項）。

　なお、組合損失超過合計額のうち有限責任

事業組合契約に係る事業の終了や組合員たる

地位の承継等の事由によりその有限責任事業

組合契約の組合員でなくなる時までに損金算

入されていない部分の金額（組合損失超過額

のうち申告要件を充足しなかったことにより

損金算入の対象とならなかった金額を含みま

す）は、それらの事由が生じたときに損金算

入することになります（租税特別措置法施行

令第３９条の３２第４項）。

　　（注３）組合損失超過合計額とは、当該法人

の当該事業年度の直前の事業年度以前の

各事業年度における組合損失超過額のう

ち、当該組合損失超過額につき損金不算

入の適用を受けた事業年度から前事業年

度まで連続して確定申告書の提出をして

いる場合における当該組合損失超過額

を、各組合事業ごとに合計した金額をい

います。

　（３）適用関係

　この特例は、有限責任事業組合契約に関す

る法律の施行の日（平成１７年８月１日）から

施行されています。
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１．有限責任事業組合の概要

　（１）有限責任事業組合制度創設の経緯

Ｑ１　有限責任事業組合という制度が創設さ

れたそうですが、いつどのようにして、

作られたのですか。

Ａ　有限責任事業組合は、株式会社や有限会社

などと並ぶ新たな事業体です。

　平成１７年、構成員全員が無限責任の民法組

合の特例として、今般、「有限責任事業組合契

約に関する法律」によって制度化されました

（平成１７年４月２７日成立、同年５月６日公

布、同年８月１日施行）。事業体として有限

責任事業組合には３つの特徴があります。

　　①構成員全員が有限責任であること。

　　②損益や権限の分配が自由に決めることが

できるなど内部自治が徹底した組織と

なっていること。

　　③税務上は、構成員課税となること。

　こうした有限責任、内部自治、構成員課税

の３つの効果によって、大企業同士、大企業

と中小企業、産学連携、専門人材同士などの

様々な共同事業が促されると見込まれていま

す。

Ｑ２　有限責任事業組合の内部組織はどのよ

うにすればいいのですか。

Ａ　有限責任事業組合では、組織の内部ルール

が、法律によって外部から詳細に定められる

のではなく、出資者（組合員）同士の合意に

より決定できることとされています。特に重

要なことは、損益の分配が自由に決められる

ということと、取締役などの会社機関が強制

されず内部組織が柔軟である、ということで

す。

　　①柔軟な損益や権限の分配

株式会社では、株主平等の原則のもと、

原則として出資比率に応じた損益の分配

や議決権の分配が強制されるのに対し、

有限責任事業組合では、出資者の間の損

益や権限の分配は、出資比率に拘束され

ることなく、出資者の労務や知的財産、

ノウハウの提供などを反映して、出資比

率と異なる分配を行うことができます。

　　②内部組織の柔軟性

株式会社においては、株主が経営者を監

視するものとして取締役や取締役会、監

査役などの制度が設けられているのに対

し、有限責任事業組合では、運営組織を

出資者の間で柔軟に決めることができ、

取締役会や監査役など会社機関の設置は

強制されません。

　（２）「合同会社」などほかの組織類型との違い

Ｑ３　民法の「組合」とどう違うのでしょう

か。

Ａ　民法上の組合も内部組織は構成員の組合契

約で自由に決めることができます。この点は

有限責任事業組合も同じです。民法組合と有

限責任事業組合との大きな違いは、民法組合

の構成員である組合員は無限責任であるのに

対し、有限責任事業組合では、構成員全員が

有限責任であり、そのため組合の活動によっ

て法的責任が生じても出資の範囲に限られる

ことです。

　　構成員が有限責任であるということは、と

きに第三者に不測の損害を負わせることにも
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置法施行令第１８条の３第２項、租税特別措置

法施行規則第９条の６第１項）。

　　①その年に終了する計算期間終了の時まで

の出資の価額の合計額

　　②その年の前年に終了する計算期間までの

総収入金額等の合計額から必要経費等の

合計額を控除した金額

　　③その年に終了する計算期間終了の時まで

の分配額の合計額

　　（注１）個人が複数の有限責任事業組合契

約を締結している場合のこの規制措置の

適用については、組合事業による事業所

得等の損失額及び調整出資金額は、各組

合契約に係る組合事業ごとに計算する

（租税特別措置法施行令第１８条の３第４

項）。

　　（注２）有限責任事業組合では、組合員全員

の有限責任制が確保されていることか

ら，組合員に帰属する組合損失は、出資

の価額が上限となる。このため、税法に

おいても組合員の組合事業による損失に

対する規制も調整出資金額の範囲内とさ

れている。

　（４）共同事業要件を満たさない場合の取り扱

い

　有限責任事業組合の特徴である共同事業性

要件を満たさない有限責任事業組合契約は無

効となり、その場合の有限責任事業組合は民

法上の任意組合として取扱われます。その結

果、いわゆる特定組合員に該当する場合は、

平成１８年以後の各年において、組合事業にお

いて生じた不動産所得の損失はないものとみ

なされます。

　（５）組合員所得に関する計算書の提出

　有限責任事業組合は、各組合員に生ずる利

益の額及び損失の額について、「有限責任事

業組合に係る組合員所得に関する計算書」を

有限責任事業組合の計算期間の終了の日の属

する年の翌年１月３１日までに、税務署長に提

出することとされています（所得税法第２２７条

の２）。

　（６）適用関係

　この特例は、有限責任事業組合契約に関す

る法律の施行の日（平成１７年８月１日）から

施行されています。

　②有限責任事業組合事業に係る法人組合員の

所得計算の特例

Ｑ４２　有限責任事業組合事業における法人組

合員の損金不算入措置についてその仕組

みを教えてください。

Ａ　（１）組合損失の損金不算入

　　有限責任事業組合契約を締結している法人

組合員の組合事業による組合損失額（注１）

が当該法人のその組合事業に係る出資の価額

を基礎として政令で定める所定の金額（以下、

「調整出資金額」（注２）という）を超える場

合には、その超える部分の金額に相当する金

額（組合損失超過額）は、その事業年度の所

得の金額の計算上、損金の額に算入しないこ

ととされています（租税特別措置法第６７条の

１３第１項、租税特別措置法施行令第３９条の３２

第１項）。
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なりかねません。そのため、取引上の第三者

を保護するため、登記が必要とされ、出資は

財産出資に限られるものとされています。

Ｑ４　有限責任事業組合は「株式会社」と何

が違うのでしょうか。事業を始めるに際

してどちらの方がいいのですか。

Ａ　株式会社ではその構成員である株主は有限

責任とされ、債務など株式会社の活動によっ

て生じた法的責任も出資の範囲に限られてい

ます。人が集まって一定の事業活動を行うと

いうこと、それによって生じた法的責任のリ

スクが当初の出資の範囲に限定されるという

ことでは、有限責任事業組合も株式会社も同

じです。

　　株式会社では、構成員である株主の地位は

「株式」という単位に均一に細分化され、抽

象化されています。そこで広く資本を集める

事業に適しています。しかしこのように構成

員（株主）の地位が抽象化されているので、

所有と経営が分離されていることを前提とし

ています。そのため法制度として、組織の運

営についてさまざまな規制を設けています。

取締役会や監査役、会計監査人、さらに新し

い会社法で創設される会計参与などの会社の

機関制度はすべて株主に代わって事業の運営

に当たる者を管理監督するための制度です。

　　株式会社では、株主を広く求めることを予

定しているため、運営に当たる者を管理監督

する制度が詳細に用意されています。新しい

会社法では、定款自治が広く認められ、機関

設計の選択の幅が広がりましたが、やはり規

制があります。

　　有限責任事業組合は、事業者が集まって事

業を展開するための組織であり、組合の構成

員自身、事業者であり、組合の事業の一部を

担うことになります。組合では所有と経営が

分離することが予定されないので、運営組織

の構成について法的規制は必要でなく、構成

員の自由に任されています。

　　また、株式会社では株式として構成員の地

位が均一に細分化されているため、損益の配

分も株式に応じて均等なものとされ、株式平

等が原則です。一方、有限責任事業組合で

は、構成員の地位も抽象化されていないか

ら、損益の配分を均等にする必要はなく、構

成員の合意で決めることができることになり

ます。

　　日本ではこれまで、会社制度のほかに社会

的に確立した事業体制度が少なかったので、

その事業にはふさわしくないと思われるよう

な場合にも、株式会社制度が用いられる傾向

がありました。しかし株式会社組織は、本

来、広く資本を集める事業を予定した組織で

あり、不特定多数に出資を求める必要がある

ビジネスモデルに適しているものです。

　　事業に必要な資金が、共同で事業を展開し

ようとする者の手でまかなえるようなビジネ

スモデルであれば、運営等に自由の幅が広い

有限責任事業組合が適していると言えるので

はないでしょうか。

　（３）「有限責任」と「無限責任」

Ｑ５　有限責任といいますが、具体的にどう

いうことですか。

Ａ　近代法では義務と責任を分けて理解しま

－１４－

　（２）運営時

　①有限責任事業組合事業に係る個人組合員の

所得計算の特例

Ｑ４１　有限責任事業組合事業における個人組

合員の課税所得の計算についてその仕組

みを教えてください。

Ａ　（１）有限責任事業組合の事業に係る組合員

の事業所得等の所得計算の特例

　　有限責任事業組合契約を締結している組合

員である個人が、各年において当該組合契約

に基づいて営まれる事業（以下「組合事業」

という）から生ずる不動産所得、事業所得又

は山林所得を有する場合において、当該組合

事業によるこれらの所得の損失の金額として

政令で定める金額（下記（２）の「組合事業に

よる不動産所得、事業所得又は山林所得の損

失の金額の計算」により計算した金額）があ

るときは、当該損失の金額のうち当該組合事

業にかかる当該個人の出資の価額を基礎とし

て政令で定めるところにより計算した金額

（下記（３）の「調整出資金額の計算」により

計算した金額（以下「調整出資金額」という）

を超える部分の金額に相当する金額は、その

年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又

は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入

しないこととされています（租税特別措置法

第２７条の２第１項）。

　（２）組合事業による不動産所得、事業所得又

は山林所得の損失の金額の計算

　　　組合事業による不動産所得、事業所得又

は山林所得の損失の金額とは、組合契約を

締結している組合員である個人のその年分

における組合事業から生ずる不動産所得、

事業所得又は山林所得に係る総収入金額に

算入すべき金額の合計額が当該組合事業か

ら生ずる不動産所得、事業所得又は山林所

得にかかる必要経費に算入すべき金額の合

計額に満たない場合におけるその満たない

部分の金額に相当する金額（以下「組合事

業による事業所得等の損失額」という）と

されています（租税特別措置法施行令第１８

条の３第１項））。

　（３）調整出資金額の計算

　有限責任事業組合においては、組合員全員

の有限責任制に伴い、有限責任事業組合法上

「組合員は、その出資の価額を限度として、

組合の債務を弁済する責任を負う」と規定さ

れており、会計上組合員が計上する組合損失

は出資の価額を上限とされていることから税

法上も組合員の組合事業による事業所得等の

損失額を調整出資金額の範囲内に限ることと

されました。

　この調整出資金額とは有限責任事業組合の

計算期間の終了の日の属する年における当該

組合契約を締結している組合員である個人の

当該有限責任事業組合の組合事業に係る次の

①及び②に掲げる金額の合計額から③に掲げ

る金額を控除した金額（当該控除した金額が

零を下回る場合には零）とされています（租

税特別措置法第２７条の２第１項、租税特別措
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す。義務とは法的にしなければいけない、し

てはいけないということで、権利者は義務の

履行を請求することができます。しかし物権

的なものに対する権利はともかく、人の行為

を要求する権利義務では、義務を負うものを

拘束して強制的に義務内容を実現することは

できませんから、最終的には財産的に償うこ

とになります。この財産的な救済のもとにな

るのが責任であり、責任とは責任財産を意味

します。

　　有限責任とは、責任財産の範囲を限定する

ことです。有限責任事業組合の場合には、組

合の活動で生じた義務に関しては、出資とし

て出された組合財産に限定するということで

す。金融取引では責任の範囲を個々の取引で

投資対象であるビルとその賃料に限定するよ

うなことも行われますが、有限責任事業組合

では、責任財産の範囲をあらかじめ包括的に

限定しておくという制度です。

Ｑ６　組合なのに「有限責任」というのはお

かしくないですか。モラルハザードを引

き起こさないのでしょうか。

Ａ　法人は法人格があり権利能力が認められて

いるので、構成員とは別の存在としてそれ自

体の責任財産を持つことができますが、組合

はそれ自体が法人格を持つ独立した存在では

ないので、構成員である組合員が組合の債務

につき責任を負うのが原則です。しかし資本

主義の自由競争市場のもとでは契約自由の原

則が働くので、責任は組合の財産に限られる

という有限責任事業組合であることを知って

契約関係に入ることも自由なはずです。

　　有限責任事業組合で事業を展開する者は、

壊滅的な損失を被るというリスクを逃れるこ

とになるでしょうが、そうした有限責任事業

組合と契約関係に入る者は、最悪の場合、責

任財産が限られるというリスクのもとに契約

を結ぶことになります。こうしたことは金利

などの契約上の条件に反映されることになる

でしょう。

　　適正な自由競争市場が成立するためには、

取引に入る者が対等の情報を持っている必要

があります。責任財産の問題では会計に関す

る情報が適正に開示されている必要があるで

しょう。

Ｑ７　有限責任であると、こうした組合と取

り引きすることも心配です。債権者保護

の制度が用意されているのでしょうか。

Ａ　有限責任事業組合では、設立時に貸借対照

表を作成し、毎事業年度ごとに、貸借対照表、

損益計算書、及びその附属明細書の作成が義

務づけられています。　

　　これらの財務諸表については、株式会社の

ような公告義務はありませんが、組合の主た

る事務所に備え置き、債権者からの求めに応

じて開示することとなっています。

２．有限責任事業組合の活用

Ｑ８　この有限責任事業組合は、どのような

職種が活用するのでしょう。どんな業務

に適しているのですか。

Ａ　この事業体は日本ではまったく新しいもの

です。諸外国の例を参考にすると次のような

活用が考えられます。

－１３－

業組合に係る組合員所得に関する計算書」及

び合計表を有限責任事業組合の主たる事務所

の所在地を所轄する税務署長に提出しなけれ

ばなりません。

Ｑ３７　有限責任事業組合事業に係る消費税の

納税義務はどうなりますか。

Ａ　消費税法基本通達１－３－１において、共

同事業（人格のない社団等又は匿名組合が行

う事業を除く）に属する資産の譲渡等又は課

税仕入れ等については、当該共同事業の構成

員が、当該共同事業の持分の割合又は利益の

分配割合に対応する部分につき、それぞれ資

産の譲渡等又は課税仕入れ等を行ったことに

なるとされており、有限責任事業組合の各組

合員がそれぞれ納税義務者となります。

Ｑ３８　税務上、有限責任事業組合事業に係る

各組合員の損益の計上時期はどうなるか

教えてください。

Ａ　任意組合から受ける利益等の帰属の時期に

ついての通達（所得税基本通達３６・３７共－１９

及び法人税基本通達１４－１－１）の取扱いと

同様になると考えられます。すなわち、有限

責任事業組合の事業年度終了の日の属する年

（個人組合員）又は事業年度（法人組合員）

に、有限責任事業組合のその事業年度の各組

合員別の貸借対照表及び損益計算書を受入れ

ることになります。消費税における課税売上

及び課税仕入の認識も所得税又は法人税にあ

わせた取扱いをすることになります。

Ｑ３９　組合員の損益配分の割合に関して出資

の割合でない定めをする場合には、どの

ような手続が必要ですか。

Ａ　有限責任事業組合の損益の分配は出資の価

額に応じて計算するのが原則ですが、（１）又

は（２）の手続をすることにより分配の割合

を変更することができます。但し、有限責任

事業組合法施行規則第３６条第４項において出

資の割合と異なる損益配分の割合の合理性を

明らかにすることが求められていることに注

意する必要があります。

　（１）組合契約書において次の事項を記載し、

組合員の全員が署名又は記名押印する。

　　①組合員の出資の割合

　　②組合員の損益分配の割合及びその理由

　　③組合契約の効力発生日後に損益分配の割

合を定めた場合には、その適用開始の日

　（２）有限責任事業組合法施行規則様式第一の

「組合員の損益分配の割合に関する書面」

を作成し、組合員の全員が署名又は記名押

印する。

Ｑ４０　有限責任事業組合の損益の分配には何

か制限がありますか。

Ａ　有限責任事業組合法施行規則第３７条による

と、分配可能額は、分配日における純資産額

から３００万円（組合員による出資の総額が３００

万円に満たない場合には、組合員による出資

の総額）を控除する方法により算定すること

とされています。各組合員の所得税又は法人

税の所得計算においては、このような内部留

保される金額も含めて課税所得を認識しま

す。
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－５－

　　①企業同士が連携して行う共同研究開発・

共同生産・共同物流・共同販売など。

　　②ベンチャービジネスや中小企業と大企業

の連携。

　　③異業種企業同士の共同事業。

　　④産学の連携。

　　⑤ソフトウエア開発、デザイン、経営コン

サルタントなどの専門分野の人材が行う

共同事業など。

Ｑ９　資格が必要な士業に就いている者が有

限責任事業組合を設立し活用できます

か。例えば、税理士法人の代わりに、税

理士仲間が数人集まって、有限責任事業

組合を作ることができますか。

Ａ　国際的にはいわゆる士業といわれる専門職

においても有限責任の事業体の活用が進んで

います。しかし、わが国では、これらの事業

体には基本的に無限責任が求められ弁護士、

公認会計士、税理士、弁理士などの法人は、

その根拠法に基づき、構成員全員が無限責任

を負う合名会社型の法人（弁護士法人、監査

法人、税理士法人等）を営むものとされてい

ます。税理士法では税理士業務を行うことが

できる者は、税理士及び税理士法人に限定さ

れていますので、有限責任事業組合で税理士

業務を行うことはできません。

　　なお、所轄省庁と関係業界の間で、将来的

な課題として検討が進んでいます。

Ｑ１０　現在、日本にいる日系ブラジル人が集

まって、サッカーのユニホームやグッズ

の販売、ブラジル料理とブラジルの音楽

の店を作ろうと考えています。日系です

が日本国籍がない者だけでこの有限責任

事業組合を創設することができますか。

設立後はどうでしょうか。

Ａ　有限責任事業組合では、最低１人又は１社

以上の居住者又は内国法人が出資しなければ

なりません。したがって、彼らのうち１人が

居住者であれば設立は可能です。設立後は全

員が業務執行に参加が義務づけられていま

す。

　　また、出資者のなかに非居住者又は外国法

人が居る場合、これらの者に対する利益分配

には２０％の源泉所得税が課されています。

Ｑ１１　当社はコンピューターソフト会社で

す。いつまでも下請け受注では発展が見

込めません。技術には自信があり独自の

開発をしたいのですが、営業販売には経

験がありません。こうした面で提携を申

し出てくれる会社があるのですが、利益

を販売会社に大きくとられるようだと独

自開発の意義が少なくなると心配ですが

…。

Ａ　大企業が販売を担当し、御社が開発・製作

を担当する有限責任事業組合を設立すること

が考えられます。有限責任事業組合では、損

益分配は出資比率と異なることが可能です。

このように柔軟な分配をする場合、総組合員

の同意により、分配の理由を付記した分配の

割合を定めた書面を作成し適切に保存しなけ

ればなりません。

３．有限責任事業組合の法務

－１２－

　　　　申請件数１件につき２万円

　　⑧登記の抹消

　　　　申請件数１件につき２万円

Ｑ３３　現物出資はできますか。

Ａ　有限責任事業組合では、現金だけではな

く、貸借対照表に計上可能な現物資産（動産、

不動産、有価証券等）の出資ができます。有

限責任事業組合法施行規則第８条によると、

受入れた現物資産の貸借対照表の計上額は、

その資産の市場価格（市場価格がない場合に

は、一般に合理的と認められる評価慣行によ

り算定された価額）を付すことになります。

但し、市場価格がなく一般に合理的と認めら

れる評価慣行も確立されていない資産につい

ては、出資の価額として、その資産を出資す

る者の直前におけるその資産の適正な帳簿価

額又は会計帳簿上その資産が存在することを

示す備忘価格を付すものとされています。

Ｑ３４　有限責任事業組合事業に対しては構成

員課税（パススルー課税）となったそう

ですが、その概要を説明してください。

Ａ　構成員課税とは、組織（組合）段階では課

税せず、出資者に直接課税する仕組みです。

構成員課税の効果としては、有限責任事業組

合の事業で利益がでたときには、有限責任事

業組合段階で法人税課税は課されず、出資者

への利益分配に直接課税されることとなりま

す。また、有限責任事業組合の事業で損失が

でたときには、出資の価額を基礎として定め

られる一定額の範囲内で、出資者の他の所得

と損益通算することができます。

Ｑ３５　有限責任事業組合の設立登記が終わり

ましたが、有限責任事業組合が税務署に

何か届出しなければなりませんか。

Ａ　有限責任事業組合それ自体は、普通法人又

は法人税法別表３の組合等には該当せず法人

税の課税対象とならないので「法人設立届出

書」を提出する必要はありませんが、従業員

に給与等を支払う場合や非居住者・外国法人

である組合員に有限責任事業組合事業の利益

の分配をする場合には有限責任事業組合が源

泉徴収義務者となりますので「給与支払事務

所等の開設届出書」の提出は必要になると考

えられます。また、「源泉所得税の納期の特

例の承認に関する申請書」及び「納期の特例

適用者に係る納期限の特例に関する届出書」

も必要に応じて提出することになります。

Ｑ３６　有限責任事業組合の事業年度が終了し

ましたが、手続はどうしたらよいでしょ

うか。

Ａ　有限責任事業組合法第３１条第２項の規定に

より、事業年度終了の日から２月以内に、有

限責任事業組合法施行規則及び商法施行規則

の定めに基づいたその事業年度の貸借対照表

及び損益計算書並びにこれらの附属明細書を

有限責任事業組合全体及び組合員別に作成す

る必要があります。また、分配があった時に

は、分配金の価額及び組合員別内訳を記載し

た書類を作成しなくてはなりません。そし

て、この会計帳簿を作成した組合員は事業年

度終了の日の属する年の翌年１月３１日まで

に、所得税法別表第７（２）の「有限責任事
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－６－

　（１）設立

Ｑ１２　設立手続はどのようにするのですか。

Ａ　有限責任事業組合を設立し事業を行うには

次の手続が必要となります。

　　①組合員が、有限責任事業組合契約を締結

する。

　　②契約に記載した出資金を全額払い込む

（現物出資の場合はその全部の給付をす

る）。

　　③事務所の所在地を管轄する法務局で組合

契約の登記をする（契約の内容はＱ１５参

考）。

　　※会社と異なり、公証人の認証手続は必要

ありません。

Ｑ１３　設立には、どのくらいの費用と時間が

かかるのでしょうか。

Ａ　設立に際して、有限責任事業組合契約の登

記の登録免許税６万円と登記審査等におおむ

ね１０日間程度の期間が必要となります。

Ｑ１４　医療法人でも組合員になれますか。有

限責任事業組合自体が、他の事業組合の

組合員になれますか。

Ａ　有限責任事業組合は、個人又は法人が営利

目的の共同事業を営むための組織であり、個

人又は法人であれば特に要件を限定していま

せん。医療法人も法人格があるのですから有

限責任事業組合の組合員になれます。しか

し、有限責任事業組合自体は法人格がありま

せんので、他の有限責任事業組合の組合員に

はなれません。

　　なお、法人が組合員になる場合には、当該

法人の職務を行うべき者を定める必要があり

ます。

Ｑ１５　有限責任事業組合を始めるに当たっ

て、決めておかなければならないことは

何ですか。組合契約に書くことは何なの

でしょうか。

Ａ　有限責任事業組合契約は、有限責任事業組

合の運営の基盤となることを定めます。組合

員は、有限責任事業組合法で定められた事項

（絶対的記載事項）や組合員が任意で定める

事項（任意的記載事項）等を契約書に記載し、

全員が署名又は記名押印します。

　　有限責任事業組合契約の絶対的記載事項は

次の８項目です。

　　①組合の事業

　　②組合の名称

　　③組合の事務所の所在地

　　④組合員の氏名又は名称（法人の場合）及

び住所

　　⑤組合契約の効力が発生する年月日

　　⑥組合の存続期間

　　⑦組合員の出資の目的とその価額

　　⑧組合の事業年度（ただし、事業年度の期

間は１年を超えることはできません）

Ｑ１６　出資金額に最低額はあるのですか。現

物出資はできますか。労務出資はできな

いのですか。

Ａ　組合員は出資する必要がありますが、その

最低金額について制約はありません。出資

は、１円以上から可能です。有限責任事業組

合は組合員２人以上ですから、必要とされる

－１１－

Ａ　有限責任事業組合は、一般に公正妥当と認

められる企業会計の慣行に従って会計帳簿を

作成しなくてはなりません。

　　会計帳簿には、各組合員が履行した出資の

価額を記載し、次に事業の取引を記載しなけ

ればなりません。

　　設立時に貸借対照表を作成し、毎事業年度

ごとに貸借対照表及び損益計算書並びにこれ

らの附属明細書を作成しなければなりませ

ん。これらの財務諸表を主たる事務所に備え

置き、債権者からの求めに応じて開示しなけ

ればなりません。

　　有限責任事業組合には、財務諸表の決算公

告の義務はありません。

　　税務申告については、有限責任事業組合と

してはする必要はありませんが、計算期間の

終了する日が属する月の翌年１月末までに各

組合員の所得に関する計算書を税務署に提出

しなければなりません（所得税法第２２７条の

２、所得税法施行規則第９６条の２）。

　（４）構成員への還元

Ｑ３１　出資の額は少ないのですが、組合員と

なった大学の研究者に厚く報いたいと

思っています。出資の額に対応しない基

準で利益を分配することができますか。

また利益の分配と損失の分配に差を設け

ることもできますか。

Ａ　有限責任事業組合は内部自治が広く認めら

れており、柔軟な組織構造をもっています。

　　組合員の能力、貢献度等に応じて、出資額

に対応しない基準で利益を分配する旨を総組

合員の同意をもって定めることができます。

このことが組合の事業がよりよい成果を挙げ

る原動力になるものと期待されています。

　　利益の分配の割合と損失の分配の割合に差

を設けることは、民法の規定が準用されて可

能です。但し、利益又は損失の一方のみにつ

いて分配の割合を定めたときは、その割合は

利益及び損失に共通するものとなります。

４．有限責任事業組合の税務・会計

　（１）設立時

Ｑ３２　有限責任事業組合を設立するのです

が、登記に課される登録免許税について

教えてください。

Ａ　有限責任事業組合の登記をする場合に課さ

れる登録免許税は次のとおりです（主たる事

務所の主なもの、登録免許税法別表第１第１９

号の４）。

　　①組合契約の効力の発生の登記

　　　　申請件数１件につき６万円

　　②従たる事務所の設置の登記

　　　　申請件数１件につき６万円

　　③主たる事務所又は従たる事務所の移転の

登記

　　　　申請件数１件につき３万円

　　④組合員に関する事項の変更の登記

　　　　申請件数１件につき１万円

　　⑤組合員の業務執行の停止又は業務代行者

の選任の登記

　　　　申請件数１件につき３万円

　　⑥①から⑤まで、⑦及び⑧に掲げる登記以

外の登記

　　　　申請件数１件につき３万円

　　⑦登記の更正の登記
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最低金額は２円となります。

　　出資は金銭に限りません。貸借対照表の計

上可能な動産、不動産、有価証券等の現物資

産の出資ができます。

　　しかし、この有限責任事業組合は有限責任

なので、もし組合員全員が労務出資であれば

財務上の裏付けとなる責任財産が保証されな

いことになります。労務出資については債権

者保護の観点から認められません。

Ｑ１７　出資は設立までに全額払い込まなけれ

ばいけないのですか。

Ａ　有限責任事業組合契約は、各組合員が締結

した契約に記載した出資金を全額払い込むこ

と、現物出資を全部納付することで効力が発

生します。そこで出資は設立までになされな

ければなりません。もっとも組合員の有限責

任等に関する第三者への対抗力は登記の後と

なります。

Ｑ１８　有限責任事業組合契約の登記はどのよ

うにするのですか。

Ａ　有限責任事業組合契約の登記は、有限責任

事業組合契約書の原本と出資の払い込みを証

明する書面と各組合員の印鑑証明書等を持っ

て、有限責任事業組合の事務所の所在地を管

轄する法務局で申請します。

　　登記しなければならない事項

　　①組合の事業

　　②組合の名称

　　③組合の事務所の所在地

　　④組合員の氏名又は名称（法人の場合）及

び住所

　　⑤組合契約の効力が発生する年月日

　　⑥組合の存続期間

　　⑦組合員が法人の場合の職務執行者

　　⑧組合契約で特に解散事由を定めた時はそ

の事由

　（２）運営－内部関係

Ｑ１９　有限責任事業組合には、取締役会など

ないのですか。すると業務執行の意思決

定はどのように行うのですか。業務執行

の意思決定は、過半数の合意で進めても

いいのでしょうか。

Ａ　有限責任事業組合には取締役会や社員総会

などの機関を置く必要がありません。有限責

任事業組合の業務執行の意思決定は、原則と

して総組合員の同意により行われます。

　　ただし、組合契約書において、組合員の過

半数の同意でよいなど総組合員の同意を必要

としない定めをすることもできます。

　　しかし、重要な財産の処分及び譲受け、多

額の借財については総組合員の同意が必要で

す（この場合にも原則として組合の純資産額

を下回る財産の処分及び譲受け、組合の純資

産額を下回る借財については、組合員の３分

の２以上の同意で決定することができます）。

　　組合員数が多く、少額の持分の組合員がい

るような有限責任事業組合では、組合契約書

に総組合員の同意を要しない旨の定めをして

おかないと実務上業務の執行が阻害されるこ

とがあります。

　　なお、組合契約書に記載し、又は記録すべ

き事項の変更について、総組合員の同意を要

しない旨を定めることができます。しかし、

－１０－

す（例「甲有限責任事業組合　組合員乙」）。こ

の場合契約の効果は当該組合員のみでなく、

有限責任事業組合の全組合員に及ぶこととな

ります。

Ｑ２６　有限責任事業組合は、不動産を所有す

ることができますか。自動車なども登録

できますか。

Ａ　有限責任事業組合は、組合員全員の合有財

産として不動産を所有します。

　　有限責任事業組合は法人格がありませんの

で、有限責任事業組合名義で登記することは

できません。組合員全員或いは一部の組合員

名義で登記をし、併せて共有物分割禁止の登

記をします。その際、特例として組合契約に

基づく不動産であることを登記簿上に記載す

ることができる措置がとられる予定です。

　　自動車、その他の動産、知的財産について

も同様の扱いになるよう要望されています。

Ｑ２７　組合員個人の債権者がこの有限責任事

業組合の財産を差押えてくるようなこと

もあるのでしょうか。

Ａ　組合員個人の債権者が有限責任事業組合の

財産を差押えすることはできません。

　　組合財産となる前の原因により生じた権利

及び組合業務に関して生じた権利に基づいて

行われる場合を除いては、組合財産に対して

強制執行、仮差押え若しくは仮処分、競売す

ることはできません。

　　組合員個人の財産と組合財産の区別がつか

ないことで、組合財産が不安定にならないよ

うに組合員は組合財産を自己の固有財産や他

の組合財産と分別して管理しなくてはなりま

せん。

Ｑ２８　株式公開や社債の発行で資金調達がで

きますか。

Ａ　有限責任事業組合は株式会社ではありませ

んので、株式公開や社債の発行で資金調達を

することはできません。

　　組合契約を変更して、追加出資をするか、

新しく組合員を加入させるか、金融機関から

融資を受ける等の方法により資金調達をしな

ければなりません。

　　なお、多額の借財をするには総組合員の同

意或いは３分の２以上の同意が必要です。

Ｑ２９　建設業の許可などを受けることができ

ますか。

Ａ　許認可の必要な事業を有限責任事業組合で

実施する際には、各法律の規定運用に応じて

手続をすることになります。

　　基本的な考え方としては、許認可事業に当

たっては、組合として許認可を取得するので

はなく、各組合員が当該許認可を取得した上

で、必要に応じて許認可を有する者が集まっ

て共同事業をする旨の手続きを行うこととな

ります。

　　建設工事に当たっては、従来のジョイント

ベンチャーの形でするのと大差ない形になっ

ています。

Ｑ３０　有限責任事業組合では、どのような会

計帳簿を作らなければいけないのです

か。決算公告の義務はないのですか。
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組合の事業内容、名称、存続期間、構成員と

その出資額、損益分配の割合を変更するとき

は総組合員の同意が必要です。

Ｑ２０　どうして、組合員全員が業務執行に加

わらなければならないのですか。実際の

業務執行はどのように行われるのでしょ

うか。

Ａ　有限責任事業組合は、組合契約に基づき、

組合員全員がそれぞれの個性、能力、資産等

を活かしながら、連携して共同事業を行うこ

とを意図としています。即ち、有限責任事業

組合では組合の事業執行は総組合員の同意で

行うことが原則であり、組合員全員の業務執

行への参加が義務づけられています。出資の

みを行うということは予定されていません。

　　組合員の業務執行について、組合契約に別

段の定めをしたとしても、重要財産の処分及

び譲受け、多額の借財については、総組合員

の同意或いは３分の２以上の同意が必要で

す。

　　もちろん業務執行を分担することはできま

すが、業務執行の全部を特定の組合員に委任

することは許されません。

　　なお、組合員は組合の日常業務を単独で行

うことができます。全員の業務執行への参加

が義務づけられていることにより、結果とし

て損失の取込だけを狙った出資を防ぐ効果が

あるといわれています。

Ｑ２１　当組合はすでに事業を始めたのです

が、資産が不足することが判明しまし

た。組合員から追加出資を受けたいので

すが、有限責任事業組合の契約は途中で

変更することができますか。

Ａ　組合契約を締結するには、組合員の出資の

目的及びその価格を決め、組合契約書に記載

しなければなりません。これを変更するため

には総組合員の同意が必要となります。

　　組合員の追加出資が出資比率を変えること

なく全員が同率で追加出資する場合も、出資

比率を変えて全員或いは一部の組合員が追加

出資する場合も、総組合員の同意があれば可

能です。

Ｑ２２　当社は有限責任事業組合に参加しまし

たが、経営方針の変更から関連会社にそ

の地位を譲りたいと思います。組合員の

地位を他に譲渡することができますか。

Ａ　有限責任事業組合は人的な結び付きによる

共同事業体ですから、組合員の地位を他に譲

渡することは予定されていません。譲渡につ

いての規定はありません。しかも組合員の氏

名又は名称及び住所は、組合契約書に記載し

なければならず、その変更をするには総組合

員の同意が必要です。一方で組合員のやむを

得ない場合の脱退、除名や組合員の新たな加

入については可能ですので、組合員の地位を

自由に譲渡することはできませんが、総組合

員の同意によれば、組合員の地位を譲渡する

ことは認められると解せます。

　　なお、有限責任事業組合では構成員である

組合員の個性が尊重され、組合員が死亡した

場合には、脱退となり必ず相続人が組合員の

地位を引継ぐことはできません。

－９－

Ｑ２３　有限責任事業組合で事業を始めたので

すが、株式会社に組織変更したいと思っ

ています。可能でしょうか。

Ａ　残念ながら有限責任事業組合から株式会社

への組織変更はできません。有限責任事業組

合は、民法組合の特例制度であって、組合で

あり法人格を持ちません。法人格のある株式

会社とは全く法的性質を異にします。

　　有限責任事業組合で事業を開始し、その後

株式会社に変更する必要が生じた場合には、

有限責任事業組合を解散して、新たに株式会

社を設立することになります。そのとき構成

員に種々の課税関係が生じる場合もありま

す。

　　組織変更が当初から予想されている場合に

は、最初から株式会社等で事業をすることを

選択する方が良いと思われます。

Ｑ２４　当組合は事業目的を達成し解散するこ

とになりました。解散するにはどのよう

な手続をするのでしょうか。

Ａ　事業目的を成功させたときは解散すること

になります。組合が解散したときは清算人を

選任します。清算人は組合員がなるのが原則

です。総組合員の過半数をもって清算人を選

任することもできます。

　　解散の登記と清算人の選任の登記は主たる

事務所の所在地においては２週間以内に、従

たる事務所の所在地においては３週間以内に

行わなければなりません。

　　清算人は組合員の財産の現況を調査して、

解散することになった日における財産目録と

貸借対照表を作成し、清算結了のときまで保

存します。債権者に公告等を行い、債権の回

収、債務の弁済をし、持分財産の分配を行い

清算事務が終了したら清算結了の登記を行

い、組合は消滅します。

　　なお、有限責任事業組合は次の事由によっ

て解散します。

　　①目的たる事業の成功又はその成功の不能

　　②組合員が一人になったこと（２週間以内

に新たに組合員が加入した場合は除く）

　　③組合員に居住者又は内国法人がいなく

なったこと（２週間以内に新たに居住者

又は内国法人が加入した場合を除く）

　　④存続期間の満了

　　⑤総組合員の同意

　　⑥組合契約書において前各号に掲げる事由

以外の解散の事由を定めたときは、その

事由の発生

　（３）運営－外部関係

Ｑ２５　事務所を借りようと思っています。有

限責任事業組合が第三者と契約を結ぶに

はどのようにするのですか。

Ａ　有限責任事業組合は、事務所の賃貸借契約

をすることができます。

　　有限責任事業組合は法人格はありません

が、定められた名称、事業内容、組合員の氏

名等を登記し、出資金の全額払込、組合財産

の分配、財務諸表の作成備付け等の規定が整

備され、法的主体性が認知されています。

　　有限責任事業組合は法人格がありませんの

で、有限責任事業組合自体で契約することは

できません。第三者と契約をするときは組合

員の肩書き付き名義で契約することとなりま
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